別紙１

補助対象経費等
１　補助対象経費は次のとおりとする。
(1) 広告のデザイン、作成、貼付、修繕に要する費用（以下、「広告デザイン等」という）及び広告掲載料とする。ただし、撤去費用は対象としない。
(2) 広告は、認定商品が明示されているものとする。
(3) 認定商品１つにつき、車両１台とする。
(4) 他の補助金を受けて実施するときは、その補助金額を減じた額を補助対象経費とする。ただし、南知多町が支出する他の補助金を利用するときは、対象としない。
２　補助金の額は次のとおりとする。
(1) 広告デザイン等費用は、30,000円を上限とする。
(2) 南知多町公用車広告取扱要領に基づく広告掲載料とする。




